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又 は有 害性 等 の調 査 普 及 促 進 事 業 実 施 細 目につ い て

標 記 事 業 につ い て は､平成 19年 6月 6日付 け基 安 安発 第 0 6060 0 1

号 ､基 安 労発 第 0 60 600 1号 ､基 安 化発 第 0.60 600･1号 ｢平 成 1 9

年 度 中′J､規 模 事 業 場 を対 象 と した 危 険 性 又 は有 害 性 等 の調 査 普 及 促 進 事 業

に係 る対 象 候 補 事 業 場 の 把 握 等 に つ い て ｣ の別 添 ｢委 託 事 業 実施 計 画 書 ｣

に基 づ き実施 す る こ と とされ て い るが ､本 事 業 の 実施 に あた り､別 添 1の と

お り ｢平 成 19年 度 中′J､規 模 事 業 場 を対 象 と した 危 険 性 又 は 有 害 性 等 の調

査 普 及 促 進 事 業 実施 細 目｣ (以下 ｢実施 細 目｣ とい う｡) を定 めた ので了知す

る とともに､下記 の事 項 に.留意 の上､本 事業 の円滑 な実施 に努 め られ たい ｡

なお ､社 団 綾 人 日本 労働 安 全衛 生 コ ンサ ル タ ン ト会 会長 に対 して は､別添

2の とお り通知 してい るこ とを申 し添 え る｡

記



1 労働 安一全 衛 生 コンサ ル タ ン ト会 の支 部 等 か ら､実施 細 目の第 1の 2に示

す 打合 せ 会 につ い て ､貴課 に対 し担 当官 の 出席 方 依 頼 が あ っ た場 合 に は こ

れ に応 じる とともに､必要 な指導 を行 うこ と｡

2 安全 衛 生 診 断 の実施 後 ､対 象 事 業 場 か ら､都 道府 県 労働 局 長 あて ｢安 全

衛 生診 断 改 善報告書 ｣ (様 式 3) が提 出 され るが ､ 当該報告 書 の 内容 を点検

しヾ安 全 管 理 上 又 は労働 衛 生 管 理 上 そ の改 善 が 不十 分 と判 断 され る事 項 に

つ い て は ､ 対 象 事 業 場 に対 して必 要･な指 導 等 を実施 し改 善措 置 を講 じ させ

る こ と｡



(別 添 1)
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平成 19年 度 中小 規模 事 業場 を対 象 と した危 険性 又 は有 害性 等 の調 査 普及

促進 事業 実施 細 目

第 1 平成 19年 度 中小 規模 事 業 場 を対 象 と した危 険性 又 は有 害性 等 の調

査普及 促進 事業 の概 要

1 事 業 の委託 につ いて

当該 事 業 は､社 団法人 日本 労働 安 全衛生 コンサル タ ン ト会 (以下 ｢コ

ンサル タ ン ト会 ｣ とい うO) に委託 して行 うO

2 安 全 衛 生診 断実施 打合せ会 の開催 につ い て

(1) コ ンサ ル タ ン ト会 の都 道 府 県 支 部 等 は 打合 せ 会 を開催 し､ 対 象 事

業場 ご とに担 当す る安全衛 生診 断員 を欽 定す る も甲 とす るO

(2) コンサル タ ン ト会 の都道府 県支 部 等 は､必 要 に応 じ､打合せ 会 に､

所 轄 の都 道 府 県 労働 局 労働 基 準 部 安 全 衛 生 主 務 課 長 ､ 地 方 産 業 安 全

専 門 官 ､地 方 労働 衛 生 専 門官 等 の 出席 を依 頼 し､対 象 事 業 場 に係 る

安 全 管 理 上 又 は 労働 衛 生 管理 上 留 意 す べ き事 項 等 につ い て指 示 等 を

受 け る もの とす る｡

3 安全 衛 生診 断 の実時 につ い て

(I) 安 全 衛 生診 断 員 が安 全 衛 生診 断 を行 うに 当 た って は ､対 象 事 業 場

に対 して ､ あ らか じめ本 安 全 衛 生診 断 が厚 生 労働 省 の委 託 に よ り実

施 され る もので あ る こ とを了知 させ た上 で行 うこ と｡

(2) 安 全 衛 生診 断 は ､対 象 事 業 場 の責任 者 等 の 立 会 い を求 めて行 い ､

安 全 衛 生 診 断 の 終 了 後 ､ 当該 責 任 者 等 に対 して 改 善 を必贋 とす る事

項 の概 略 を 口頭 で説 明 し､安 全 衛 生診 断 の 実施 結果 は ､後 日文 書 を

もって連 絡す る 旨説 明す る こ と｡

(3) 安 全 衛 生診 断員 は､安 全衛 生診 断 の終 了後 ､ ｢安 全衛 生診 断 実施 確

認 書 ｣(様 式 1)を作成 し､事業場 の代表 者 の確認 印 を受領す る こ と｡

4 安 全衛 生診 断実施 結果報 告書 の作成及 び報 告 につ いて

4-1 リス クアセ ス メ ン ト診 断 (-般 ) の場 合

(1) 安 全衛 生診 断員 は､ リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 )の実施 後 ､

速 や か に ｢安 全 衛 生診 断 実施 結 果 報 告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診

断 (一 般 ) 関係 )｣ (様 式 2- 1)及 び ｢外 国人 労働 者 の労働 災 害

に緬す る リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 )チ ェ ックシー ト｣(別 紙 )

を作 成す る こ とO



(2) 安 全 衛 生診 断員 は､ (1) で 作成 した ｢安 全 衛 生診 断 実施 結果報

告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (-般 ) 関係 )｣ (様 式 2- 1)及

び ｢安全衛 生診 断 改善報 告書｣ (様式 3) を､対象事 業場 q)代表者

あて送付す る こと｡

(3) 安 全 衛 生診 断員 は､ (1) で 作成 した ｢安 全 衛 生診 断実施 結果 報

告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (-般 ) 関係 )｣ (様 式 2- 1) の

写 し及 び ｢外 国人 労働 者 の労 働 災 害 に関す る リス クアセ ス メ ン ト

診 断 (一般 ) チ ェ ックシー ト｣ (別紙) の提 出 に よ り､ 実施 した リ

ス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 ) の結 果 を所 轄 の都 道 府 県 労働 局長

に対 して報 告す る こ と｡

(4) 安 全衛 生診 断員 は､ ｢安全衛 生診 断実施確 認 書 ｣ (様式 1)､ ｢安

全衛 生診 断 実施 結 果報 告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一 般 ) 関

係 )｣ (様 式 2- 1) の写 し及 び ｢外 国人 労働 者 の労働 災害 に関す

る リス クアセ スメ ン ト診 断 (一般) チ ェ ックシー ト｣ (別紙 ) の写

しを､ コンサル タ ン ト会会長 に提 出す る こと0

4-2 リス クアセ スメ ン ト診 断 (労働衛 生主 眼) の場合

(1) 安 全衛 生診 断員 は､ 労働 衛 生診 断 の実施 後 ､速 や か に ｢安全 衛

関係 )｣ (様式 2- 2) を作成 す るこ とo

(2) 安 全 衛 生診 断員 は､ (1) で 作成 した ｢安全 衛 生診 断実施 結 果報

告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生 主 眼) 関係 )｣ (様 式 2

- 2)及 び ｢安全 衛 生診 断改 善報告書｣ (様 式 3) を､対象事業場

の代表者 あて送付 す る こ とO
I

(3) 安 全 衛 生診 断員 は､ (1) で作成 した ｢安 全 衛 生診 断実施 結果報

告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生 主 眼) 関係 )｣ (様式 2

- 2)の写 しの提 出に よ り､実施 した リス クアセ ス メン ト診 断 (労

働 衛 生 主 眼) の結 果 を所 轄 の都 道 府 県 労働 局長 に対 して報 告す る

こ とO

(4)安 全 衛 生診 断員 は､ ｢安全 衛 生診 断実施確 認 書｣ (様式 1)及 び

｢安全衛 生診 断実施 結果報告 書 ((リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働

衛 生 主 眼) 関係 )｣ (様 式 2- 2) の写 しを､ コンサル タ ン ト会会

長 に提 出す るこ とO

5 安全衛 生診断実施 後 の措置 につ いて

5-1 リス クアセ スメ ン ト診 断 (-級) の場合



(1) 安全 衛 生診 断員 は､ リス クアセ ス メ ン ト診 断実施 後 に行 う対 象

事 業場 の責 任 者 等 に対 す る 口頭 に よ る説 明 の際 に ､後 日対 象事 莱

場 の代 表 者 あて送付 す る ｢安 全 衛 生診 断実施 結 果 報 告 書 (リス ク

アセ ス メ ン ト診 断 (-般 ) 関係 )｣ (様 式 2- 1) 中の ｢現 状及 び

指 導事 項 ｣ に対 す る改 善事項 につ い て は､ 同封 す る ｢安 全 衛 生診

断 改善報告 書｣ (様式 3) の提 出に よ り､所轄 の都 道府 県労働 局長

に対 し､診 断実 施 後 1ケ月 以 内､遅 く とも平 成 20年 2月 末 日ま

で に報 告 す る と ともに､そ の写 しを安 全衛 生診 断員 あ て送 付す る

よ う指導す るこ と｡

(2) 都 道 府 県 労働 局長 は､安全 衛 生診 断員 又 は対 象 事 業 場 の代表者

か ら報 告 され た ｢安 全衛 生診 断 実施 結 果報 告 書 (リス クアセ ス メ

ン ト診 断 (-般 ) 関係 )｣ (様 式 2- 1) の写 し､ ｢外 国人 労働 者

07労働 災 害 に 関す る リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 ) チ ェ ックシ

ー ト｣ (別紙 ) 及 び r安 全 衛 生診 断 改 善報告 書｣ (様式 3) の内容

を検討 し､ そ の写 しを対 象事 業場 を管轄 す る労働 基 準 監督 署 長 あ

て通知 す る こ と｡

なお ､ 当該 通 知 を受 けた 労働 基 準 監督 署長 は､必 要 に応 じ対 負

事業場 に対 し指導等 を実施す るこ と｡

(3う コンサル タ ン ト会 会長 は､ リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 ) の

実施 結 果 につ い て ､各 事 業場 に共 通す る リス クの把握･等 リス クア

セ スメ ン ト結果 についての分析 ､主 な問題 点 ､安全 水準 向上対策 ､I

当該事業 の効果等 を と りま とめ るもの とす る こ とO

5-2 リス クアセ ス メン ト診 断 (労働衛 生主眼) の場合

(1) 安全 衛 生診 断員 は､ リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生 主 眼)

奉施 後 に行 う対 象 事 業場 の責 任 者 等 に対 す る 口頭 に よ る説 明 の際

に､後 日対 象 事 業場 の代表 者 あて送 付 す る ｢安 全衛 生診 断 実施 結

果 報告 書 (リス クアヤ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生主 眼) 関係 )｣ (様

式 2- 2) 中の ｢現 状及 び.指 導 事 項 ｣ につ い て は､ 同封 す る ｢安

全衛 生診 断改善報 告書｣ (様 式 3) の提 出に よ り､所轄 の都 道府 県

労働 局 長 に対 し､診 断 実施 後 1ケ月 以 内､遅 く とも平 成 20年 2

月 末 日まで に報 告 す る と ともに､そ の写 しを安 全 衛 生 診 断員 あて

送付す るよ う指導す るこ とO

(2) 都 道 府 県 労働 局長 は ､安全 衛 生診 断員 又 は対 象事 業 場 の代表 者

か ら報 告 され た ｢安 全衛 生診 断 実施 結 果報 告 書 (リス クアセ ス メ

ン ト診 断 (労働 衛 生 主 眼) 関係 )｣ (様 式 2- 2) の写 し及 び ｢安



全衛 生診 断改 善報 告 書｣ (様 式 3) の 内容 を検討 し.､ そ の写 しを対

象事 業場 を管醸す る労働 基準 監 督 署 長 あて通知す る こ とO

な お ､ 当該 通 知 を受 け た 労働 基 準 監 督 署 長 は ､必 要 に応 じ対 負

事 業 場 に対 し指導 等 を実施 す る こ とo

(3) コ ンサ ル タ ン ト会 会 長 は ､ リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生

主 眼 ) の 実 施 結 果 につ い て ､＼各 事 業 場 に共 通 す る リス クの把 握 等

リス クア セ･ス メ ン ト結 果 につ い て の分 析 ､ 主 な 問題 点 ､ 労働 衛 坐

水 準 向上 対 策 ､当該事業 の効果 等 を と りま とめ る もの とす る こ と｡

6 安 全 衛 生診 断実施結果 の報 告 につ い て

コ ンサ ル タ ン ト会会 長 は ､安全 衛 生 診 断事 業 を平成 19年度 末 まで

に完 了 させ ､安 全 衛 生診 断 の 実施 結 果 を厚 生 労働 省 労働 基 準 局 長 に対

して報 告 す る もの とす る｡

第 2

1

対 象 事 業 場

選 定基準 につ い て

対 象事 業場 の選 定基準 は､次 に示す とお りとす る こ と｡

1-1 リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一 般 ) の場 合

(1)建設業 以外 の業種 の うち､資本金 が 1億 円以下の法人で ある事業者

又 は常時使 用す る労働者 数 が 3 0 0人 以 下 の事 業者 の事業場･で あっ

て､次のいずれかに該 当す るも'のO

ア 平成 18年 において休業 1か月以上又は被災労働者 の障害等級

が 14級 以上 の労働 災害 を発 生 させ た事業場 であって､安全管

理上 問題 があるもの｡

イ 過 去 に安全管理特別指導事業場･に指定 した事業場で あっ七 ､追

加指導 を行 うことが必要で あるもの｡

ウ 安全管理指定事業場 であって､安全衛生診断員 による指導 を行

うこ とが必要である と線 め られ るものO

(2) 建設業 の うち資本金が 1億 円以下 の法人である事業者 又 は常時使用

す る労働者数 が 300人以下の事業者の事業場 (店社)で あって､上

記 (1)のア～ クに該 当す るもの又 はこれ らに準ず るもの｡

(3) 資本金 が 1億 円以下の法人で ある事業者 又は常時使用す る労働者数

が 300人以下 の事業者 の事業場 で あって､平成 18年 に休業 4 日以

上 の外 国人労働者 に係 る労働 災害が あった事業場 であって､安全管理

上問題が ある もの｡

(4) (1)～ (3)のほか､都道府 県労働 局長が安全衛生診断員 に よる指導 を



行 うことが特に必要である と認 めるもの0

1-2 リス クアセ スメ ン ト診 断 (労 働衛 生主 眼) の場 合

資本金 が 1億 円以下の法人で あ る事業者 又は常時使用す る労働者数

が 300人以下の事業者 の事業場 で あって､次のいずれかに該 当す る

ものO

(1) 平 成 18年 において､ じん肺 の新規有所見者 を発生 させ ､又 は有機

溶剤 中毒等 の業務上疾病 を発生 させ た事業場で あって､労働衛生管理

上問題が あるものO

(2) 過 去 に労働衛生管理特別指導事業場 に指 定 した事業場 であって､追

加指導 を行 うことが必要であるものO

(3) 労働衛 生管理指定事業場 であ って､安全衛生診断員 に よる指導 を行

うこ とが必要であると認 め られ るもの｡

(4) (1)～ (3)のほか､特殊健康診 断 において有所 見率が特 に増加 してい

る事業場 ､作業環境測定結果 の評価 が第 3管理 区分である単位作業場

所 を有す る事業場 ､労働安全衛 生法第 28粂第 3項の化学物質 を製造

し又 は取 り扱 う事業場等､都道府 県労働局長が安全衛生診断員 による

指導 を行 うことが特に必要である と熟 めるものO

2 対 象事 業 場 の変更等 につ い て

対 象事 業 場 と して駄 定 した後 に ､.当該 事 業場 が換 業停止 等 に よ り安

全衛 生診 断 の実施 が●困難 とな った 場 合 には､所層 の都 道府 県 労働 局安

全衛 生 主務 課 にお い て ､予備 の対 象候 補 事 業場 の 中か ら新 た に対 象 事

業場 を選 定す る こ と｡

なお ､この場 合 には ､都道 府 県 労働 局 労働 基準 部安 全衛 生 主務 課 は､

速や か に亜 当の安全 衛 生診 断 員 に通 知 す る と ともに､厚 生 労働 省 労働

基準 局安 全 衛 生部安 全課 に報 告す るこ とO

第 3 安 全衛 生 診 断員

1 安 全衛 生診 断員 の要件 につ いて

安 全衛 生診 断員 は安 全衛 生診 断 の実施 に必 要 な能 力 を有す る者 とす

る こ と｡

なお ､第 2の 1の ト 1の く3)の重 美場 の リス クアセ スメ ン ト診 断 (-

般 ) 診 断 を担 当す る安 全衛 生診 断 員 たっ いて は､外 国人 労働 者 の就 労

す る事 業 場 (外 国人研 修 生 を受 け入 れ て い る事 業 場 を含 む ｡) の安 全

診 断 ･指 導 を実施 した経験 又 は海 外 の事業場 にお い て管理者 と してそ



の 国の労働 者 を管理 監督 した経 験 を有 す る者 等 を選任 す るよ う配意す

る こと｡

2 安全衛 生診 断 を実施す る際 の安全 衛 生診 断員 の基本 的 な態度 につい

て

(1) 本 安 全 衛 生診 断 は､対 象事 業 場 にお け る安 全又 は労働 衛 生 に係

る診 断-及 び これ に基 づ く指 導 等 を行 うもので あ り､ 労働 安全衛 生

法及 び 関係 法令 に対す る違反 を指摘す るこ とが 目的 ではない こ とO

(2) 安 全 衛 生診 断員 は､安 全衛 生診 断 の実 施 に よって知 り得 た秘廃

等 を漏 らし､又 は盗用 してはな らない こ と｡

第 4 安全衛 生診 断実施 上̀ の留意事項

1 選 定基準 区分別 の安全衛生診 断 の実施 につ いて

1-1 リス クアセ スメン ト診 断 (一般 ) の場合

(1) 第 2の 1の 1-1の事業場 に対す る リズ クアセ ス メ ン ト診 断 (～

般 ) に つ い て は､労働安 全衛 生 法 第 2 8条 の 2第 2項 に基 づ く指

針 (以 下 ｢リス クアセ スメ ン ト指 針 ｣ とい う｡) に示 され てい る事

項 につ い て ､診 断 を通 し､理 解 を深 め､ 事 業場 にお け る取組 を促

進 す る もの で あ るが､事 業場 全 体 につ い て リス クアセ ス メ ン トを

行 うもの で は な く､労働 災害発 生 状 況 等 を踏 ま え､事 業者 と協議

の上 ､実施 対象範 囲 を決定す るこ とO

(2) リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 ) につ い て は､ 2 日間 で実施 す

る もの とす るが ､原 則 ､ 1日 目で対 象範 囲 にお け る リ大 クアセ ス

メン トの実施 を終 えるもの とす る｡

なお ､ この際 ､診 断実施 前 に事 業 場 と連 絡 を取 り､ リス クアセ

ス メ ン トを実施 す■る上 で必 要 な情 報 (機 械 等 の-取扱 い説 明書 ､作

業 手 順 書 ､過 去 の災害 ･ヒヤ リハ ッ ト事 例 ､安 全 パ トロール 結 果

等 ) を あ らか じめ用 意 させ る な ど､ 円滑 な実 施 に留意 す る こ とO

(3) リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一 般 ) の実 施 に あた って は､別 途 ､

コンサ ル タ ン ト会 におい て作 成 中 の リス クアセ ス メン ト実施 のた

め のマ ニ ュアル を配 布す る予 定 で あ るの で ､ 当該 マ ニ ュアル 等 を

活 用す るこ と｡

(4) 2 日 目の診 断 を実施 す る前 に､様 式 2- 1の別 表 の リス ク評 価

表 ① に リス クアセ ス メン トの結 果 を記 入 す る と ともに､可能 な限

りリス ク低減措置 (提案) を記 入す るこ と｡

な お ､事 業者 に リス クアセ ス メ ン Tlを 自社 で実施 す る能 力 が あ



る と安 全 衛 生診 断員 が判 断 した場 合 に は ､ 事 業者 に対 し次 回 の診

断 まで に リス ク評価表 ① を記 載 す る よ うに伝 える こ とO

(5) 2日 目の診 断 は ､ リス ク評 価 表 ① (様 式 2- 1別 表 ) に従 い ､

実施 した リス クアセ ス メ ン トの結 果 を説 明 す る と ともに､ 具体 的

な リス ク低 減 措 置 の提 案 ､ 具 体 的 な措 置 に 関す る事 業 場 か らの相

談- の対応 を行 うこ とO

なお ､ (4)に基づ き事 業者 が リス ク評 価 表 ① を作 成 して い る場 合

に は 当該 リス ク評 価 表 の記 載 内容 の 妥 当性 等 につ い て指 導 を行 う

こ と｡

(6) 改 善 指 導 に あた っ て は､ 実 施 した リス ク テセ ス メ ン ト結 果 を踏

ま え､必 要 な改善事 項 につ い て ｢安 全衛 生診 断実施 結果報 告 書 (リ

ス ク ア セ ス メ ン ト診 断 (- 般 ) 関係 )｣ (様 式 2- 1) の 内容 に よ

り指 導 す る こ と とす るが ､ 単 に改 善 指 導 に と どま らず ､以 下 の 点

を十 分 に説 明す る こ と｡

① リス クアセ ス メ ン ト指針 に示 され て い る リス クグセ ス メ ン トを

実 施 す る上 での基本 的 な考 え方

② 安 全 衛 生診 断員 が対 象範 囲 につ い て どの よ うな考 え方 に基づ い

て リス クアセ ス メ ン トを実施 した か

③ 対 象 とした範 囲 につ いて の作業 の洗 い 出 し及 び 危 険性 又 は有 害

性 の特 定 につ いて の考 え方

④ 負 傷 又 は疾病 の重 篤 度 ､ 発 生 可 能性 の度 合 を踏 ま えた ､ リス ク

見積 りの考 え方

⑤ リス クの評 価 結果 に応 じ､優 先 順位 を付 け る上 で の考 え方

⑥ リス ク低減 措置 の検討 に 当た って の考 え方

⑦ リス クアセ ス メ ン ト結果 の記.蝉 につ いて

⑧ 本 診 断 に よる リス クアセ ス メ シ ト結果 につ い て の事業 場 内で の

取扱 い につ いて

⑨ 事 業 場 内で リス クアセ ス メ ン トを 実施す る上 で の留意事 項

(7)第 2の 1の 1-1 の (3) の事 業 場 に対 して改 善 指 導 を行 うに 当

た って は､ ｢安 全衛 生診 断実施 結 果 報 告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診

断 (一 般 ) 関係 )｣ (様式 2- 1) の 内容 に よる指導 とともに､ ｢外

国 人 労 働 者 の 労働 災 害 に 関す る リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 )

チ ェ ックシー ト｣ (別紙 ) の 内容 に よ り指 導す る こ とO

(8) 建 設 業 に対 す る リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一 般 ) につ い て は､

対 象 とす る店 社 ､現 場 にお い て 出稼 労働 者 が使 用 され て い る場 合

はこ 出稼 労働 者 - の安全 管 理 を考 慮 した 内容 とす る こ とと し､ ｢安



全 衛 生 診 断実施 結果 報 告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (- 般 ) 関

係 )｣ (様式 2- 1) の総合所 見 の欄 に出稼 労働者 の安 全 管理 状況

の概 要 を記載 す る こ と｡

(9) (1)､(2)に よ り実施 した リス クアセ ス メン トの結果 につ い て､｢安

全 衛 生診 断実施 結 果 報 告書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (一般 ) 関

係 )｣ (様式 2- 1) に取 りま とめる こ と｡

1_2 リス クアセ スメ ン ト診 断 (労働衛 生主眼) の場合

(I) 第 2の 1の 1-2の事 業場 に対 す る リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労

働 衛 生 主 眼) につ い て は､ リスク アセ ス メ ン ト指 針 た示 され てい

る事 項 につ い て ､一診 断 を通 し､理 解 を深 め､事 業場 にお け る取組

を促 進 す る もので あ るが ､事 業 場 全 体 につ い て リス クアセ ス メ ン

トを行 うもの で は な く､業 務 上 疾病 発 生状 況 等 を踏 ま え､事業者

と協議 の上 ､化 学 物 質 ､粉 じん ､騒 音 ､暑 熱 の うち少 な く とも 1

つ 以上 の有 害性 につ い て リス クアセ ス メ ン トを行 うよ う実施 対 象

範 囲 を､決定す るこ と｡

(2) リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生 主 眼) につ い て は ､ 2日間

で実施 す る もの とす るが ､原 則 ､ 1日目で 対 象範 囲 にお け る リス

クアセ ス メン トの実施 を終 え る もの とす る｡

なお ､ この際 ､診 断 実施 前 に事 業 場 と連 絡 を取 り､ リス クアセ

ス メ ン トを実施 す る上 で必 要 な情報 (機 械 等 の取扱 い説 明軍 ∴M

sD S､作 業 手順 書 ､過 去 の業 務 上疾 病事 例 ､職 場 巡 視 結 果等)

をあ らか じめ用意 させ るな ど､ 円滑 な実施 に留意す るこ とO

(3) リス クアセ スメ ン ト診断 (労働衛 生主眼)の実施 にあた っては､

別 途 ､ コンサ ル タ ン ト会 にお い て作成 中の リス クアセ ス メ ン ト実

施 のた めのマ ニ ェアル を配 布 す る予 定 で あ るの で ､ 当該 マ ニ ュア

ル等 を活用す るこ と｡

(4) 2 日 目の診 断 を実施 す る前 に､有 害性 の種 類 等 に応 じて ､様式

2- 2の別 表 1- 4の リス ク評 価 表② ～⑤ に リス クア セ ス メン ト

の結果 を記 入 す る と ともに､ 可 能 な限 りリス ク低減 措 置 (提案)

を記入 す る こ と｡

なお ､事 業者 に リス クアセ ス メ ン トを 自社 で実施 す る能 力が あ

る とr安 全衛 生診 断員 が判 断 した場 合 には事 業 者 に対 し､次 回の診

断 まで に リス ク評価表 ②～⑤ を記載す るよ うに伝 え るこ と｡

(5) 2 日 目の診 断 は､ リスク評価 表② ～⑤ (株式 2- 2別表 1- 4)

に従 い ､実施 した リス クアセ ス メン トの結果 を説 明す る とともに､



具 体 的 な リス ク低 減 措 置 の提 案 ､具 体 的 な措 置 に関す る事 業場 か

らの相 談へ の対応 を行 うこ と｡

なお ､ (4)に基づ き事 業者 が リス ク評価表 (診～⑤ を作成 してい る

場 合 に は 当該 リス ク評 価表 の記 載 内容 の妥 当性 等 につ い て指導 を

行 うこ と｡

(6) 改 善 指導 に あた って は､実 施 した リス クアセ ス メ ン ト結 果 を踏

ま え､必 要 な改善事項 につ い て ｢安全衛生診 断実施 結果報 告書 (リ

ス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働 衛 生 主 眼) 関係 )｣ (様 式 2- 2) の

内容 に よ り指 導 す る こ と とす るが ､単 に改 善指 導 に と どま らず ､

以下の点 を十分 に説 明す るこ と｡

① リス クアセ スメ ン ト指針 に示 され てい る リス クアセ ス メ ン トを

実施 す る上 での基本 的な考 え.方

② 安全 衛 生診 断員 が対象範 囲 につ いて どの よ うな考 え方 に基づ い

て リスクアセス メン トを実施 したか

③ 対象 とした範 囲 につ いて の作 業 の洗 い 出 し及 び危 険性 又 は有害

性 の特 定 についての考 え方

④ 負 傷 又 は疾病 の重篤 度 ､発 生 可能性 の度 合 を踏 ま えた ､ リス ク

見積 りの考 え方

⑤ リス クの評価結果 に応 じ､優 先順位 を付 け る上で の考 え方

⑥ リス ク低減措置 の検討 に 当た っての考 え方

⑦ リス クアセ スメン ト結果 の記録 について

⑧ 本診 断 に よる リス クアセ ス メ ン ト結果 につ いて の事業 場 内での

取扱 いにつ いて

⑨ 事業 場 内で リス クアセス メ ン トを実施す る上 での留意事項

(7) (1)､ (2)に よ り実施 した リス クアセ ス メン トの結果 につ いて､ ｢安

全衛 生 診 断実施 結 果 報 告 書 (リス クアセ ス メ ン ト診 断 (労働衛 生

主眼) 関係 )｣ (株式 2- 2) に取 りま とめ るこ と｡

2 対 象事 業 場 の範 囲等 につ いて

(1) 建設 業 以外 の業種 の事業場 に対す る安全衛 生診 断 の実施 に 当たっ

て ､所 在 地 の異 な る工場 等 を巡 視 した場合 には ､ 当該 工場 等 を独

立 した 対象 事 業場 とはみ な さず ､安 全衛 生診 断 を実施 した対象事

業場 の一部 として取 り扱 うこ と｡

(2) 建設 業 の事業場 に対 す る安 全 衛 生診 断 の実施 に当た って は､店社

及 び店 社 の 1以 上 の建設 工 事 現 場 につ いて 安 全 衛 生診 断 を実施 す

るこ と｡



なお ､ この場合 ､建設 工事 現 場 は独 立 した対象事 業場 とはみ な さ

ず ､店 社 と合 わせ た一つ の対 象 事 業場 とみなす こ と0

第 5 安全衛 生診断 の費用等

対象事 業場 の負担す る安全衛 生診 断 に係 る費用 は無料 とす る｡



第 6 様式

様式 1 安全衛生診断実施確認書 (同記載要領)

様式 2-1 安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメン ト診断 (一般)関係)

(同記載要領)

別紙 外国人労働者の労働災害に関するリスクアセスメン ト診断 (一般)チエッグシー ト

様式 2-2 安全衛生診断実施結果線貴書 (リスクアセスメン ト診断 (労働衛生主眼)関係)

(同記載要領)

様式 3 安全衛生診断改善報告書



<株式 1>
安 全 衛 生 診 断 実 施 確 嘗邑 喜

平成 年 月 日

社団法人 日本労働安全衛生コンサルタン ト会 会長 殿

受診事業場

言【二･㌔r一山
lプ11エJlら

･事業場名

電話番号 ( )

代表者氏名

下記のとお り､安全衛 生診断を受診いた しました｡

安全衛生診断員 1.労働安全コンサルタン ト2.労働衛生コンサルタイ ト 氏 名 印

労 働 音 数 名 業 種

診 断 実 施 日 平成 年 月 日 及び 平成 .年 月 . 日

立 会 者 (職 名)



様式 1 記載要領

安全衛生診断実施確認書 記載要領

1.受診事業場代表者は､診断事業場の代表取締役社長､工場長､所長等当該事業場の責

任者をいう｡

2.確認書年月 日は､通常は診断実施 日となるが､診断実施 日に事梁場代表者が不在等で

押印できない場合､後 日押印 した日とするo この場合､安全衛生診断員は当該確認書を対

象事業場か ら郵送等により受領すること｡

∫

3.診断を実施 した安全衛生診断員は､労働安全コンサ/レタン ト又は労働衛生コンサルタ

ン トのいずれかにOを付す とともに､署名､押印すること｡

4.業種については､中分類の業種名 (例 :金属製品製造業､設備工事業等)を記入する

こと｡

5.立会者については､立ち会った責任者等の うち､代表 となる者をい うO

なお､前記 3以下の欄中の事項についても､立会者の了解のもと安全衛生診断員が記載

することが望ましいこと｡



<様式 2-1I> 安 二全 :衛 生 診 断 実 施 結 果 幸辰 告 書

(リスクアセスメン ト診断 (…般)関係)

事業場の名称
代表者 殿･

安全衛生診断員 労協安生 コン伸タント

労的 生 コンサルタント

診断 日 (1日目) 平成

(2日目) 平成

年 月 日

年 月 日

-一一一一一⊥▲上し一ロ___ー▼イ′ I早来弓参V)f自称

所 在 地 でEL ( )

代 表 音 名

事業の概要 (資本金)(業種 (中分類))(主要製品等) 労.働 者 数

男 名 (■ 名)

女 名. ( 名)

計 名 ( 秦)1

労働災害藤生状況 ①死亡 ②休業 1か月以上.又は障害等級14級以上 ③休業4日以上 ④休業4日未満 計

平成 17年 人 人 人 人 人

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

平成'18年 人 人 人 人 人

( ) ( ) .( ) ( ) ( )

本年. 人 人 人 )A 人

(1)



診断項 目 現 状 及 び 指 導 事 項

①労働安全衛生マネジメン トシステムについて 1 運用中 2 構築中 3 準備段階 4 導入予定なし

(診リスクアセスメン トについて 1 実施 中 .2 準備段階 3 実施予定な し

③作業の洗い出し及び危険性又は有害性の特定についての考え方

④ リスク見積 り葵び優先順位 を付ける上での考え方

⑤ リスク低減措置の提案及びその考え方について

⑥残留 リスク対策について の考え ､方について



(3)

⑧上記以外の特記事項 (請負労働者 .派遣労働者対策等)

留意点につい

て)

※ 改善はできるだけ速やかにお願い しますO

また､改嘗結果を馳準株式 3 ｢安全衛生診断改善報告書上に記入 し､診断実施後 1ケ月以

玖 _遅_くとも平成 20年 2､月末 日までに所轄労働局長あて提出す るとと___も笹 ､その写 し.を安
全衛生診断員あて送付 して下 さいO



く様式2-1〉 安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメント診断 (一般)関係) リスク評価表① 別表

作業名(機械 ..設備) 危険性又は有事性と発生のおそれのある災害 既存の災害防止対策 リスクの見積り リスク低液対策 (撞案) 措置実施後のリスクの見積り (残留リスク) 備考

重篤度 -発生可 優先鹿川スク) 重鴬度 発隼可能性 優先度(リスク)



(参考1)

危険性又は有害性の分類例

1 危険性

(1) 機械等による危険性

(2) 爆発性の物､発火性の物､引火性の物､腐食性の物等による危険性

｢引火性の物｣には､可燃性のガス､粉じん等が含まれ､｢等｣には､'酸化性の物､

硫酸等が含まれることD

(3) 電気､熱その他のエネルギ-による危険性

rその他のエネルギー｣には､アーク等の光のエネルギー等が含まれることO

(4) 作業方綾から生ずる危険性

｢作業｣には､掘削の業務における作業､採石の業務における作業､荷役の業務に

おける作業:伐木の業務における作業､鉄骨の組立ての作業等が含まれることO

(5) 作業場所に係る危険性

｢場所｣には､墜落するおそれのある場所､土砂等が崩壊するおそれのある場所､

足を滑らすおそれのある場所､つまずくおそれのある場所､採光や照明の影響による

危険性のある場所､物体の落下するおそれのある場所等が含まれること｡

(6) 作業行動等から生ずる危険性

(7) その他の危険性

｢その他の危険性｣には､他人の暴力､もらい事故による交通事故等の労働者以外

の者の影響による危険性が含まれること｡

2 有害性

(1) 原材料､ガス､蒸気､粉じん等による有害性

｢等｣には､酸素欠乏空気､病原体､排気､排液､残さい物が含まれること｡

(2) 放射線､高温､低温､超音波､騒音､振動､異常気圧等による有害性

r等｣申ま､赤外線､紫外線､レーザー光等の有害光線が含まれることO

(3) 作業行動等から生ずる有害性

｢作業行動等｣には､計器監視､精密工作､重量物取扱い等の重筋作業､作業姿勢､

作業態様によって発生する腰痛､頭肩■腕症候群等が含まれることO

(4) その他の有害性



(参考2)

リスク見積り及びそれに基づく優先度の設定方法の例

(リスク評価表①関係)

1 負傷又は疾病の重篤度

｢負傷又は疾病の重篤度｣については､基本的に休業日数等を尺度として使用するも

のであり､以下のように区分する例がある｡

①致命的 :死亡災害や身体の-部に永久損傷を伴うもの

②重 大 :休業災害 (1か月以上のもの)､一度に多数U)被災者を伴 うもの

③中程度 :休業災害 (1か月未満のもの)､…度に複数の被災者を伴うもの

④軽 度 :不休災害やかす り傷程度のもの

2 負傷又は疾病の可能性の度合

｢負傷又は疾病の可能性の度合｣は､危険性又は有害性への接近の頻度や時間､回避

の可能性等を考慮して見積もるものであり､以下のように区分する例がある｡

①可能性が極ゆて高い :日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの

②可能性が比較的高い :日常的に行われる作業に伴 うもので回避可能なもの

③可 能 性 が あ る :非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの

④可能性がほとんどない :まれにしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの

3 リスク見積りの例

リスク見積り方陰の例には､以下の例 1-3のようなものがある｡

例1:マトリクスを用いた方要

重篤度｢②重大｣､可能性の度合｢②比較的高い｣の場合の見積り例

負傷又は疾病の重篤度 .

致命的 こ 竜lhqIJ 中程度 ･軽度

負傷又特疾病の発生可能性の度合 極担て轟い 5 ･51 '4 3
敏的高vfJ r=■ >､FF -哀-～/■l-_ー_一一 3 2

可東榎あり 4 3 2 1

リスク 優先度

一 一 l--一一一 義 直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある○
{ 4-5 /I-ヽ _ _ - 措置を諦ずるまで作業停止する必要がある○

十分な経営資源を投入する必要があるo

2-3 中 速やかにリスク低減措置を誇ずる必要があるo措置を詩ずるまで使用しないことが望ましいo

優先的に経営資源を投入する必要があるo

1 低 必要に応じてリスク低減措置を実施する○



例2:数値化による方妾

重篤度｢②重大｣､可能性の度合｢②比較的高い｣の場合の見積り例

(2)負傷又は疾病の発生可能性の度合

極めて高い ･虎較的高∨†､ 可能性あり ほとんどない

20点(重篤度｢重大｣)+15点(可能性の度合 ｢比較的高い｣)-35点(リスク)

リスク 優先度

'r30-}戒 正 二■ヽ-■_._- 高 直ちにリスク低減措置を講ずる必要があるo措置を講ずるまで作業停止する必要がある○

十分な経営資腺を投入する必要がある○

10-29点 中 速やかにリスク低減措置を詫ずる必要があるo措置を諦ずるまで使用しないことが望ましレ10

優先的に経営資源を投入する必要があるO

例3:枝分かれ図を用いた方宰

重篤度｢②重大｣､可能性の度合 ｢②比較的高い｣の場合の見積り例

負傷又は疾病の

- 重篤度

負傷又は疾病の

発生可能性の度合



様式 2- 1 記載要領

安全衛生診断実施結果報告書 記載要顔

(リスクアセスメン ト診断 (-般)関係)

1. ｢安全衛生診断員｣欄には､労働安全コンサルタン ト又は労働衛生コンサルタン トの

いずれかに○を付すとともに､署名､押印すること｡

2. ｢(主要製品等)｣については､ ｢自動車ラジェ-タ-｣ (例)のように記入するこ

と0

3. ｢労働者数｣欄の ( )内には､外国人労働者数を内数で記入すること｡

4. ｢労働災害発生状況｣欄には､②は①を除く数を､③は①及び②を除く数を記入する

こと｡また､ ( )内には､外国人の被災者数を内数で記入すること｡

5. ｢労働災害発生概要｣については､労働災害発生状況の①及び②のうち､平成 18年

及び本年に入って診断 日までに発生した災害ごとに記入することO

なお､記入に当たっては二 ｢平成 18年 7月､旋盤でフランジ部品の試 し切削中､部

品がチャックより外れ､旋盤作業者 (罪)の顔に飛来 し休業 50日の負傷をしたO直接

原因としては､チャックの締付けの確認が行われていなかったこと､間接原因としては､

作業手順書の不備 と安全教育の不十分であるO｣ (例)のように起因物､事故の型､原

因 (直接原因 ･間接原因)等を簡明に記入するこ′と｡

6. ｢診断項 目①｣については､該当する番号に○を付すこと｡なお､該当するものがな

い場合は､空欄に自由記入することO

なお､ ｢運用中｣とは､安全衛生方針の表明､安全衛生目標の設定､.安全衛生計画の

作成後､pDCAサイクルが回り始めた段階以降のことをいい､ ｢構築中｣とは､シス

テム導入の正式決定か らPDCAサイクルが回るまでの状態をいうo また､ ｢準備段階｣

とは､システム導入の意欲はあるものの､導入を事業場 として正式に決定していない段

階をい う｡

7. ｢診断項目②｣については､該当する番号に○を付すことDなお､該当するものがな

い場合は､空欄に自由記入すること｡

なお､ ｢実施中｣とは､危険性又は有害性の特定等具体的にリスクアセスメン トの実施

を開始 している段階をいい､ ｢準備段階｣とは､リスクアセスメン ト実施の意欲はあるも

のの､実施を事業場 として正式に決定していない段階を.いうD

また､ ｢実施中｣の場合には､ リスクアセスメン ト実施の際の労働者の参加の状況を確

認するとともに､参加 させていない場合は､参加の必要性を説明し､指導すること｡



8. ｢診断項 目③から⑥｣については､1日目に実施 した リスクアセスメン トの内容及びその結

果を踏まえて提案するリスク低減措置について､事業場における具体的な措置の実施を事業場

担当者からの相談等を通 して検討 した結果を踏まえた記載内容 とすること0

9. ｢診断項 目⑦｣については､外国人労働者の労働災害に関するリスクアセスメン ト診断

を実施する際に記入すること｡

iO. ｢診断項 目⑧｣については､同一事業場内に.おいて..請負労働者や輝遣労働者等が滞在

する場合等において実施 されている安全管理上の措置等について記載することo

ll. ｢診断項 目⑨｣については､診断対象事業場において今後 リスクアセスメン トを実施す

る上での留意事項等を記載すること (リスクアセスメン ト実施の際の労働者の参加の必要

性等)Oなお､診断対象事業場が既にリスクアセスメン トを実施 している場合にあっては､

今後改善すべき点を記載すること｡

12. リスクアセスメン トの実施時異は､別表 ｢リスク評価表①｣に記載すること｡

13.外国人労働者の労働災害にかかるリスクアセスメン ト診断に当たっては､別紙 ｢外国人労働

者の労働災害に関するリスクアセスメン ト診断チェックシー ト｣も併せて作成す ること0

14.本様式の項 目について､記載すべき事項がない場合はその箇所を削除し､また､記載

しきれない場合は行数を増や して (ワープロ等使用)記入する等適宜変更 しても差 し支

えないこと｡



別紙

外国人労働者の労働災害に関す るリスクアセスメン ト診断 (一般)チェ ックシー ト

1 総括的事項

(1)外国人労働者の労働災害発生状況

(2)外貫入労働者の安全衛生管理の阻害要囚

2 事業者 の基本姿勢

(1)外国人労働者に係 る安全衛生管理において､特に配慮､措置すべき部分があることに

ついての認識の程度

(2)外国人労働者についての配慮､措置事項に関する管理､監督者に対 しての指示の状況

3 安全衛生管理体制

(1)外国人労働者に係 る安全衛生管理における総括安全衛生管理者､安全管理者､衛生管

理者等の活動状況

(2)作業主任者､作業指揮者の外国人労働者についての配慮､措置事項に関す る対応状況



(4)安全衛生委員会の活動状況

4 安全衛生教育

(1) 日本人管理監督者等教育 (外国人労働者の管理､監督 を行 う音叉は外国人労働者 と共同

作業を行 う労働者に対する外国人労働者についての配慮､措置事項を踏まえた安全衛生

教育)の実施状況)

(2)外国人労働者教育

① 外国人労働者にらいての配慮､.措置事項を踏まえた外国人労働者に対する雇入れ時の

教育等の実施状況

② 職場六の適応､安全な作業を行 う能力の向上のために実施 している事項

5 就業に当たつての措置

(1)外国人労働者 を就業制限業務､特別教育を必要 とす る危険有害業務等に就業 させ るに

指示す る場合に考慮 している事項



6 掲示､表示及び標.識

外国人労働者についての配慮､措置事項を踏まえた豪全衛生確保のために必要な掲示､表

示又は標識の作成状況

7 健康管理

(1)外国人労働者に対する健康診断及びその事後措置の実施状況及び考慮 している事項

(2)外国人労働者に対する風土病､寄生虫症等の検査の実施状況

(3)外国人労働者に対する健康保持増進対策の実施状況

8 その他

(1)外国人労働者の安全衛生管理に関して必要な情報の収集､分析の手法



<様式 2-2> 安 全 衛 生 診 断 実 施 結 果 宰艮尊 書

(リスクアセスメン ト診断 (労働衛生主眼)関係)

事業場の名称

代表者 殿

安全衛生診断員 労的生コンサルタント

診断 日 (1日目) 平成

(2日目) 平成

年 月 日

年 月 日

事業場の名称

所 在 地 ′ ヽlnL t )

代 表 著 名

事業の概要 (資本金)(菜種 (中分類))(主要製品等) 労 働 者 数

男 各

女 名

計 名

芦務上疾病発生状況 ` (D死亡 ②休業 1か月以上又は _障害等級14級以上 ③休業4日以上 ④休業4日未満 計

平成 17年 人 人 人 人 人

平成 18年 人 人 人 人 人

業務上疾病･発生概要 1.

(1)



特殊健康診断実施状況 (最新のものを記す)

特殊健康診断の種類 従事音数 受診音数 受 診 率 有所見者数 健診結果に基づき実施 した措置 備 考

作業環境測定状況 (最新のものを記す)

作業場及び作業の概要 実施 日及び管理区分 測定者 (精度管理番号)

1回 目 2回 目

自社 .委託

自社 .委託

自社 .委託

自社 .委託

自社 .委託

(2)



診断項 目 . 現 状 及 び 指 導 事 項,

①労働安全衛生マネジメン トシステムについて 1.運用中 2 構築中 3 準備段階 4 導入予定なし

② リスクアセスメン トについて 1 実施中 2 準備段階 3 実施予定なし

③作業の洗い出し及び危険性又は有害性の特定についての考え方

④ リスク見積 り及び優先順位 を付ける上での考え方̀

⑤ リスク低減措置の提案及びその考え方について

⑥残留 カスク対策についての考え方について



(4)

(む上記以外の特記事項 (請負労働者 .派遣労働者対策等)

メン ト実施上の

留意点につい

て)

※ 改善はできるだけ速やかにお願い しますO

また､改善結果を別添様式 3 ｢安全衛生診断改善報告書｣に記入 し､診断実施後 1ケ月以

内､遅 くとも平成 20年 2月未_日までに所塵 労働局長あて提出するとともに_tその写 しを安
全衛生診断員あて送付 して下さい｡



く様式2-2〉 安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメント診断 (労働衛生主眼)関係) リスク評価表②

ノ (化学物質 ･粉じん ･騒草/作業環境測定を実施している場合)

別表 1

作業名(機械 一設備) 危険性又は有害性と発生のおそれのある災蕃 既存の災害防止対策 リスクの見積り リスク低滅対策 (提案) 捨置実施後の リスクの見硯 り (残留リスク) 備考

管理区分 優先度(リスク) 管理区分 優先度(リスク)



く様式2-2〉 安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメント診断 (労働衛生主眼)関係) リスク評価表③
(化学物質 ･粉じん/作業環境測定を実施していない場合)

別表 2

作美名く機械 .設備) -危険性又は有事性と発生のおそれのある災客 既存の災害防止対策 リスクの見積り リスク低減対策 (提案) 拭置実施後のリスクの見積り (班留リスク) 備考

有客性 レベル 予叫曝露盈 望ましい管理手法 現在実施管理手法 優先皮(リスク) 有害性 レベル 予測･曝露盈 望ましい管理手放 現在実施管理事故 優先皮(リスク)



く様式2-2〉 安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメント診断 (労働衛生主眼)関係) リスク評価表④

(騒音/作業環境測定を実施していない場合)

別表 3

作業名(機械 .設備) 危険性又は有害性 と夢邑生のおそれのある災害 既存の災審防止対策 リスクの見締り リスク低波対策 (提案) 措置実施後の リスクの見積 り (残留リスク) 備考

有害性レべノレ 曝露時間 優先度(リスク) 有害性レベル 曝露時間 優先度(リスク)



く様式2-2〉 安全衛生診断実施結果報告書 (リスクアセスメント診断 (労働衛生主眼)関係). リスク評価表⑤

(暑熱)

工程 作業区分 ( 定常 . 非定常 ) 実施年月日 実施者

別表4

作業名(機械 .設備) 危険性又は有害性と発生のおそれのある災害 既存の災害防止対策 リスクの見積 り リスク低減対策 (投薬) 措置実施後の リ~スクの見積 り (残留リスク) 備考

有客性レベル 作業の程度 優先度(リスク) 有害性レベル 作黄の程度 優先度(リスク)

J



(参考1)

危険性又は有害性の分類例

1 危険性

(1) 機械等による危険性

(2) 爆発性の物､発火性の物､引火性の物､腐食性の物等による危険性

｢引火性の物｣には､可燃隼のガス､粉じん等が含まれ､｢等｣には､酸化性の物､

硫酸等が含まれること｡

(3) 電気､熱その他のエネルギーによる危険性

｢その他のエネルギー｣には､アーク等の光のエネルギー等が含まれることO

(4) 作業方法から生ずる危険性 ●

｢作業｣には､据削の業務における作業､採石の業務における作業､荷役の業務に

おける作業､伐木の業務における作業､鉄骨の組立ての作業等が含まれること｡

(5) 作業場所に係る危険性

｢場所｣には､墜落するおそれのある場所､土砂等が崩壊するおそれのある場所､

足を滑らすおそれのある場所､つまずくおそれのある場所､採光や照明の影響による

危険性のある場所､物体の落下するおそれのある場所等が含まれることO

(6) 作業行動等から生ずる危険性

(7) その他の危険性

｢その他の危険性｣には､他人の暴力､もらい事故による交通事故等の労働者以外

の者の影響による危険性が含まれること｡

2 有害性

(1) 原材料､ガス､蒸気､粉じん等による有害性

｢等｣には､酸素欠乏空気､病原体､排気､排液､残さい物が含まれることO

(2) 放射線､高温､低温､超音波､騒音､振動､異常気圧等による有害性

｢等｣には､赤外線､紫外線､レーザ-光等の有害光線が含まれることO

(3) 作業行動等から生ずる有害性

｢作業行動等｣には､計器監視､精密工作､重量物取扱い等の重筋作業､作業姿勢､

作業態様によって発生する腰痛､額肩腕症候群等が含まれること｡

(4) その他の有害性



(参考2)

リスク見積り及びそれに基づく優先度の設定方法の例

F
l 化学物質 ･粉じん ･騒音に関するリスクの見積り (作業環境測定を実施 している場合)

(リスク評価表②関係)

(1)リスク見積 り

作業環境測定を実施した結果の管理区分に基づき表 1のとおりリスクを見積もる｡

表 1 管理区分とリスク

管理区分 リスケ

第3管理区分 ･高

･第2管理区分 中

2 化学物質 ･粉じんに関するリスクの見積 り (作業環境測定を実施していない場合)

(リスク評価表③関係)

(1)有害性のレベル分け

化学物質等又は粉じんについて､該当する有害性のレベルが表 2又は表 3のどれに

該当するか確認し､そりレベルをリスク評価表③の r有害性レベル｣欄に記入しますQ

表2 有害性のレベルの区分 (化学物質等)

有害性のレベル GHS有害性分類及びGHS区分 化学物質等の例

A ･変異原性 区分 1､2 クローム添加剤･発がん性 区分 1 粉じん (シリが

･呼吸器感作性

ち ･急性毒性 区分 1,2. メタノール
･発がん性 , 区分 2 キシレン

･全身毒性-反復げく露 区分 1
･生殖毒性 区分 1,2

C ･急性毒性 区分3 アンチモン

･全身毒性-単回ぱく露 区分 1

･皮膚腐食性 サブクラス lA､lB又

ばlc

･眼刺激性 区分 1

･呼吸暑締り激性

･皮膚感作性

･全身毒性-反復ぱく露 区分2

,D ･急性毒性 区分4
･全身毒性-単回ぱく露 区分2

E ･急性毒性 区分5 アセチレン
･皮膚刺激性 区分2,3

･眼刺激性 区分2



表 3 有害性のレベルの区分 (粉じん)

･有害性のレベル 粉じんの種類

.粉 じん

b (第 1種粉じん) 滑石､ろう石､アルミニウム､アル ミナ､珪藻土､硫化鉱､硫化焼鉱､ベン トナイ ト､カ

オ リナイ ト､活性炭､黒鉛

C (第 2種粉じん) 遊離珪酸 10%未満の鉱物性粉じん､酸化鉄､

カーボンブラック､石炭､酸化亜鉛､二酸化.

チタン､ポー トランドセメント､大理石､線

香材料粉 じん､穀粉､綿じん､木粉､革粉｣

コルク粉､ベークライ ト

(2)予測ぱく露量

化学物質又は粉じんについて､その取扱量 (1バッチあたり又は一日の使用量であ

り､ぼく露量や化学物質の飛散 ･発散量ではないO)と揮発性 ･飛散性がそれぞれ表4､

表 5のどの区分に該当するかを確認 しますO

表4 取扱量の区分

区 分 取扱量の自安

大 量 トン､kl単位で計る程度の量 例 :砂､溶湯

中 量 k臥 1単位で計る程度の量 例 :クローム添加剤

表 5 揮発性 ･飛散性の区分

区 分 揮発性 .飛散性の目安と例

高揮発 .高飛散 高揮発性液体 (豆乳点50℃未満)､高飛散性固体 (微細で軽い粉
じんの発生する物)

例 :アセチレン､粉 じん

中揮発 .中飛散 中揮発性液体 (沸点 50-150.℃)､中飛散性固体 (結晶質､粒
状､すぐに沈降する物)

低揮発 . 低揮発性液体 (沸点 150℃超過)､低飛散性固体 (′J､球状､薄片吹､小塊状)

低飛散 例 :アンチモン､クローム添加剤 (クロム)､キシレン (防



次に表4及び表5で確認した区分を表6に当てはめ､予測ぱく露量を推定し､豊

里予測ぱく露量をリ_旦ク評価牽③の___｢予測曝露量｣欄痘記入しますQ

表6 予測ぱく露量の判定

揮発性.飛散性取扱量 高揮発 ,高飛散 中揮発 .中飛散 低揮発 .低飛散

大量 EP■4 EP4 EPS

EP3 J 肝 2甲童 且t,3

(3)望ましい管理手法の区分

(1)で区分された化学物質又は粉じんの有害鹿のレベルと､(2)で推定された予

測ぱく露量をそれぞれ表7に当てはめ､化学物質又は粉じんの望ましい管理手法のポ

イントを推定し､その区分 (ポイント)をリスク評価表③の ｢望ましい管理手法J欄

且逝 しますO

表7 望ましい管理手陰の区分 (ポイント)

測ぱく蕗畳有害寸のレヘ●ル ･EP4 EP3 EP2 EPl,

A,a 4 ●4 4 4

B 4. 4 3 2

C, b 4 3 2 1

D,C 3 2 1 1+

(4)現在実施している管理手放

化学物質又は粉じんに対する既存の災害防止対策が､表8のどの内容に該当するか

を確認し､その区分 (ポイント)をリスク評価表③の ｢現在実施管理手法｣欄に記入

します｡

表8 現在実施している管理手法の区分 (ポイント)

管理手法(ポイント) タイプ 内 容

4 特殊 完全密閉又は専門家の提言に基づく対策の実施

3 封じ込め 密閉対策 (少量の漏れがある)の実施

2 工学的対策 局所排気装置の設置､部分密閉等

1 全体換気 全体換気設備の設置



(5) リスクの見積り

(3)(4)で求められた区分 (ポイント)を引き算して求めます｡

:リスク - (3) 望ましい管理手法のポイント
I
: - (4) 現在実施している管理手法のポイントl________________________________________I________I____-_________________

表9 リスケの優先度

優先度

4 高 I直ちに対応すべきリスクがある

2又は3 中 速やかに対応すべきリスクがある

3 騒音に関するリスクの見積り (作業環境測定を実施していない場合)

(リスク評価表④関係)

(1)有害性のレベル

騒音レベルが表10の有害性のレベルゐいずれに該当するか確認し､そのレベルを

リスク評価表4の ｢有害性レベル｣欄に記入します｡

表10 有害性のレベル

有害性のレベル 騒音レベル

A -90dB(心以上

.B 90dB(心未満 85dB仏)以上

C ､ 85dB仏)未満 80dB(刃以上

(2)ぱく露時間

騒音に対する ｢ぱく露時間｣について､そ些時間登 りろク評価表④の ｢曝露時翠 ｣

欄に記入します｡

(3)リスクの見積り

(1)(2)の結果を表 11に当てはめ､騒音のリスクを見積もり､その内容をリ___芦_

ク評価表④の 〔優先度｣リ左ク)ト欄に記入します｡



秦ll .～..リスクの見積り

ぱく露時間 8時間 8時間未満 4時間未満 2時間半未満 1時間 一

有 客性の レベル 以上 4時間以上 2時間半以上 1時間以上 未満

A rE]

B ･中 低rE]

′ーヽ l H1 t IEL

し′ rijl l T F 一也

① リスク ｢高｣:直ちに対応すべきリスクがある｡

② リスク ｢中｣:速やかに対応すべきリスクがあるO

③ リスク ｢低｣:必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある0

4 暑熱に関するリスクの見積 り (リスク評価表⑤関係)

(1)有害性のレベル分け

①WBGT指数､②乾球又は湿球温度が､表 12の有害性のレベルのいずれに該当す

るか確認し､そのレベルをリネク評価表⑤_QJ有害性レベル｣欄に記入しますQ

表12 有害性のレベル

有害性のレベル W苫GT指数 WBGT計が用意できないときの指標

乾球温度 湿球温度

A 31℃以上 35℃以上 27℃以上

C 25-28℃ 28.-31℃ 21-24℃

D 21-25℃ 24-28℃ 18-21℃

(2)作業の程度分け

暑熱作業における作業の程度を表 13から選び､その性業程度の内容をリスク評価

表6)の r作業の程度｣欄に記入しますO



表 13 作業の程度

作業の程度 作 莱 内 . 餐 (例)

極高代謝率作業 全身の激しい動作 (上記の動作で呼吸が荒くなる動作等)

高代謝率作業 全身の動作 (例 :抱き上げる､まわす､引く､押す､投げる､歩く等)

中程度代謝率作業 上肢の動作 (例 :組み立てる､検査する､塗る等)

低代謝率作業 手先の動作､足先の動作 (例 :書く､タイピング､足でペダルを踏む

(3)リスクの見積り

(1)(2)の結果を表 14に当てはめ､暑熱のリスクを見積もり､その内容をリスク

定盤表⑤の r優先度 (リスク)･｣欄に記入しますO

表14 リスクの見積り

作葉の程度有害性のレベル 極高代謝率 . 高代謝率 中程度代謝率 低代謝率

A r鞄 一哉 局 向

B 中局 局 r笥

C 高 高 中 檎

D 高 中 檎 低

E 中 低 低 低

① リスク ｢高｣:直ちに対応すべきリスクがある｡

② リスク ｢中｣:速やかに対応すべきリスクがある｡

③ リスク ｢低｣:必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある｡



様式 2-2 記載要衝

安 全 衛 生 診 断 実施 結 果 報 告 書 記 載 要 領

(リスクアセスメン ト診断(労働衛生主眼)関係)

1. ｢安全衛生診断員｣欄には､署名､押印すること｡

2. ｢(主要製品等)｣打ついては.～ ｢自動車ラジェ一夕-｣ (_例)のように記入するこ

と0

3. ｢業務上疾病発生状挽 ｣欄には､②は①を除く数を､③は①及び②を除く数を記入す

ること0

4. ｢業務上疾病発生概要｣については､労働災害発生状況の①及び②のうち､平成 18

年及び本年に入って診断 日までに発生 した災害ごとに記入すること｡

なお､記入に当たっては､ ｢平成 18年 7月､局所排気装置が故障 したまま有機溶剤

(ジクロルメタン)を用いて部品の洗浄を行っていたところ､有機溶剤中毒で倒れ､休業

30日となったO直接原因としては､局所排気装置を修理 した上で作業を行わなかったこ

と､間接原因としては､作業手順書の不備､衛生教育が不十分であったことO｣ (例)の

ように起因物､事故の型､原因 (直接原因､間接原因)等を簡明に記入すること｡

5. ｢診断項 目◎ ｣については､該当する番号に○を付すこと｡なお､該当するものがな

い場合は､空欄に自由記入すること｡

なお､ ｢運用中｣とは､安全衛生方針の表明､安全衛生目標の設定､安全衛生計画の

作成後､PDCAサイクルが回 り始めた段階以降のことをいい､ ｢構築中｣とは､シス

テム導入の正式決定からPDCAサイクルが回るまでの状態をいう｡また､ ｢準備段階｣

とは､システム導入の意欲はあるものの､導入を事業場 と〔て正式に決定 して.いない段

階をい うO

6. ｢診断項 目②｣については､該当する番号に○を付すことOなお､該当するものがな

い場合は､空欄に自由記入すること｡ ,

なお､ ｢実施中上とは､危険有害要因の特定等具体的にリスクアセスメントの実施を

開始している段階をいい､ ｢準備段階｣とは､リスクアセスメント実施の意欲はあるも

のの､実施を事業場 として正式に決定していない段階をい う｡

また､ ｢実施中｣の場合には､リスクアセスメン ト実施の際の労働者の参加の状況を確

認するとともに､参加 させていない場合は､参加の必要性を説明し､指導することO



7. ｢診断項 目③か ら⑥ ｣については､ 1日目に実施 した リスクアヤスメン トの内容及びその結

果を踏まえて提案するリスク低減措置について､事業場における具体的な措置の実施を事業場

担当者からの相談等を通 して検討 した結果を踏まえた記載内容 とすること｡

8. r診断項目⑧｣については､同一事業場内において､請負労廟者や派遣労働者等が混在

する場合等において実施 されている安全管理上の措置等について記載すること｡

9. ｢診断項 目⑨｣については､診断対象事業場において今後 リスクアセスメントを実施す

る上での留意事項等を記戟すること (リスクアセスメン ト実施の際の労働者の参加の必要

性等)Oなお､診断対象事業場が既にリスクアセスメン トを実施 している場合にあっては､

今後改善すべき点を記載すること｡

10.リスクアセスメン トの実施結果は､別表 1-4 ｢リスク評価表②～(9｣に記載すること0

ll.本様式の項 目について､記載すべき事項がない場合はその.箇所を削除 し､また､記載

しきれない場合は行数を増や して (ワープロ等使用)記入する等適宜変更 しても差 し支

･えないこと｡



<様式 3>

労働局長 殿

安 全 衛 生 診 断 改 善 事艮 告 喜

平成 年 月 日

所在地

事業場名

電話番号 ( )

代表者氏名

平成 年 月 日受診 しま した安全診断の結果､下記の とお り改善を図ることといた し

ま したので報告 します｡

※ 指摘事項に対 し､改善の内容 を予定 も含 め記入 して ください｡

※ 改善内容について写真､図面等による場合は別添に して下 ぎいO



(今回の診断を受診 した結果の今後の リスクアセスメン トに関する取組み等について)

リスクアセスメン トの実施 (受診前) 1 実 施 中 2準備段階 . 3 実施予定な し

(受診後) 1 実施 (予定) 2検 討 中 3 実施予定な し

リスクアセスメ 1 よく理解できた

ン トの考え方に 2 概ね理解できた

ついての理解度 3 革まり理解できなかった (理由 : )
4 まったく理解できなかった (理由 : )

※ 指摘事項に対 し､改善の内容を予定も含め記入 してください｡

※ 改善内容について写真､図面等による場合は別添にして下さい｡



(別 添 2)

基 安 安 発 第 0822002号

基 安 労発 第 0822002号

基 安 化 発 第 0822002号

平 成 1 9年 8月 22日

社 団 法 人 日本 労働 安 全 衛 生 コンサル タ ン ト会 会 長 殿

厚 生 労働 省 労働 基 準 局 安 全 衛 生部

安 全 課 長

労 働 衛 生 課 長

化 学 物 質 対 策 課 長

(公 印 省 略 )

平 成 19年 度 中小 規模 事 業 場 を対 象 と した危 険性

又 は有 害性 等 の調 査 普 及 促 進 事 業 実施 細 目につ い て

標 記 事 業 の実施 にあた り､別添 の とお り ｢平 成 19年 度 中小 規 模 事 業 場

を対 象 と した危 険性 又 は有 害性 等 の調 査 普 及 促 進 事 業 実施細 目｣ (以下 ｢実

施細 目 ｣ とい う｡) を定 めま した ので御 了知 い ただ くとともに､本事 業 の 円滑

な実施 を よろ しくお願 いいた します｡

(別 添 略 )


